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用途地域等の一括変更等（原案）に係る説明会開催結果等について 

 

 

１ 用途地域等の一括変更等（原案）に係る説明会開催結果 

(1) 概要 

開催日時 開催場所 参加人数 意見及び質問件数 

令和５年５月 12 日（金） 

午前９時～午後７時 

三鷹市役所 第二庁舎 

242・243 会議室 
計６名 

計４件 

（重複意見割愛） 

 

(2) 意見及び質問並びに市の回答 

意見及び質問（要旨） 市の回答 

都市計画変更の内容について 

１ 

【変更箇所三鷹市-７】につい

て 

今回の変更内容及び変更箇所

に該当しない近隣者にとっては、

変更後にどのような影響がある

のかを確認したい。 

また、なぜ変更箇所に該当しな

い近隣者にも周知するのか。変更

箇所に該当しないのであれば周

知を行わなくても良いのではな

いか。 

道路整備に伴い、①箇所（第一種中高層住居専

用地域から近隣商業地域への変更）の境界は現在

よりも約６ｍ西側の位置へ、②箇所（第一種住居

地域から近隣商業地域への変更）の境界は現在よ

りも約５ｍ東側へ位置が変わることとなります。

変更に伴って、変更箇所では建蔽率が増加するこ

とから、現在よりも使用できる建築面積が増える

ことになります。 

変更箇所の近隣者における変更後の影響につ

きましては、変更箇所に該当するそれぞれの地権

者等の建築物（次の建替えなど）次第のため、現

状ではどのような影響がでるのかを申し上げる

ことは出来ません。 

また、近隣の方には、周辺で都市計画の変更を

行う予定であるということをご承知おきいただ

きたく周知させていただきましたが、今後の周知

方法につきましては、いただいたご意見を踏まえ

ながら、改めて三鷹市で検討して参ります。 

２ 

【変更箇所三鷹市-11】につい

て 

今回の変更内容について確認

したい。 

道路の拡幅に伴い、用途地域境界が約３ｍ西側

の位置へ変わることとなります。（第一種低層住

居専用地域から近隣商業地域への変更）変更に伴

って、変更箇所では建蔽率及び容積率等が道路の

拡幅分（約３ｍ）増加することから、現在よりも

使用できる建築面積及び延床面積等が増えるこ

とになります。 
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その他 

１ 

【変更箇所三鷹市-７】につい

て 

人見街道の歩道が狭い上に電

柱もあり、歩行しにくいだけでな

く、交通量も多く危険を感じるが

拡幅の予定はないのか。 

人見街道の道路管理は三鷹市ではなく、東京都

となっています。これまでも三鷹市から東京都に

は道路拡幅（歩道の整備等）を要望していますが、

引き続き要望していきます。 

２ 

【変更箇所三鷹市-７】につい

て 

三鷹都市計画道路３・２・６（調

布保谷線）の事業完了はいつ頃に

なるのか。適切な道路の維持及び

管理並びに道路事業の早期完了

を望む。 

三鷹都市計画道路３・２・６（調布保谷線）の

道路管理は三鷹市ではなく、東京都となっていま

す。これまでも三鷹市から東京都には適切な道路

管理等を要望していますが、早期完了も含めて引

き続き要望していきます。 

 

２ 用途地域等の一括変更等（原案）に係る意見募集結果 

意見募集期間 意見提出件数 

令和５年５月１日（月）～令和５年５月 14 日（日） 計０件 

 


